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串間市公告第2 7号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定に基

づき同号に規定すろ施設等から物品を買い入れ、または役務の提供を受ける随意契約につ

いて、串間市財務規則(昭和41年3月29日串間市規則第3号)第117条第2項第3号の

規定により、その契約の締結状況を次の通り公表する。

串間市長武田浩- IQi�oj

1公表の場所串間市庁舎掲示板及び串間市公式サイト �

2公表の内容令和8年4月15日力、ら令和9年3月31日までの間に契約を締結

したものの状況
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○公益社団法人串間市シルバー人材センターへの契約締結状況（令和８年度随契予定案件）

　令和８年４月１５日から令和９年３月３１日までに契約締結したもの

　

№ 部課名 件名 内容 履行場所 契約日 履行期間又は履行期限
契約金額
（円）

1
農地水産
林政課

令和８年度宮之浦漁村広場草刈清
掃業務委託

草刈・集積・運搬 宮之浦漁村広場 令和8年4月15日
令和８年４月15日から
令和９年２月28日

525,800

2
農地水産
林政課

令和８年度赤池農村公園草刈清掃
業務委託

草刈・集積・運搬 赤池農村公園 令和8年4月24日
令和８年４月24日から
令和９年３月31日

1,188,000
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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づきシルバー人材センターから物品を買い入れ、又は役務の提供を受ける契約を締結したものについて、

串間市財務規則第117条第2項の規定により公表します。

・契約の相手方 ： 公益社団法人串間市シルバー人材センター

・契約の相手方の選定理由 ： 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第1項」に該当する業務を委託するため。


